
- 1 -

 

 

 

 

○日時 令和７年５月23日 午前10時19分開会 

○場所 議場 

○議件 

１．議案第２号 網走市豆類ラック乾燥施設新設

プラント工事請負契約の締結に

ついて 

２．報告第２号 網走市税条例の一部を改正する

条例制定に係る専決処分の報告

について 

３．報告第３号 網走市都市計画税条例の一部を

改正する条例制定に係る専決処

分の報告について 

───────────────────── 

○出席委員（８名） 

 委 員 長    井 戸 達 也 

 副 委 員 長    石 垣 直 樹 

 委 員    小田部   照 

            澤 谷 淳 子 

            立 崎 聡 一 

            深 津 晴 江 

            松 浦 敏 司 

            山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────── 

○議 長    平 賀 貴 幸 

─────────────────────── 

○傍聴議員（６名）   金 兵 智 則 

            里 見 哲 也 

            永 本 浩 子 

            古 田 純 也 

            古 都 宣 裕 

            村 椿 敏 章 

─────────────────────── 

○説明者 

 副 市 長    後 藤 利 博 

 企画総務部長    秋 葉 孝 博 

建設港湾部長    立 花   学 

 税 務 課 長    稲 垣 一 寿 

 建 築 課 長    小 原   功 

 建設港湾部参事    遠 藤 崇 哲 

 

○事務局職員 

事 務 局 長    岩 尾 弘 敏 

次 長    本 橋 洋 樹 

総務議事係長    和 田   亮 

総 務 議 事 係    山 口   諒 

平 間 公 稀 

 

午前10時19分開会 

○井戸達也委員長 ただいまから、総務経済委員会

を開催いたします。 

 本日の委員会では付託されました議案１件、報告

２件について審査をいたします。 

 それではまず初めに、議案第２号網走市豆類ラッ

ク乾燥施設新設プラント工事請負契約の締結につい

て説明を求めます。 

○小原功建築課長 議案資料３ページ、資料２号を

御覧願います。議案第２号網走市豆類ラック乾燥施

設新設プラント工事請負契約の締結について御説明

いたします。 

 契約の内容でございますが、契約の目的、工事名

は記載のとおりで、入札執行は、令和７年５月８日

に一般競争入札にて実施いたしました。今回、落札

業者の株式会社サタケと７億1,280万円で契約を行

おうとするもので、工事完了予定日は令和８年３月

31日でございます。工事の概要でございますが、工

事施工場所につきましては、記載のとおりで、工事

内容といたしましては、記載の荷受設備、貯留乾燥

設備などのプラント工事のほか、施設建築に係る設

計でございます。なお、４ページに参考平面図及び

イメージ図を記載しておりますので、御参照いただ

きたいと存じます。 

 以上でございます。 

○井戸達也委員長 それでは、質疑に入ります。質

疑ございませんか。 

○深津晴江委員 それでは、一般競争入札というこ

とでございますが、何社参加されたのでしょうか。 

○小原功建築課長 応札は１社でございました。今

回の落札業者のみでございます。 

○深津晴江委員 予定価格との差は幾らあったので

しょうか。 
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○小原功建築課長 税込みの予定価格でございます

が、７億2,875万円。それに対し今回の落札価格７

億1,280万円となり、落札率で申し上げれば、

97.81％ということでございます。 

○深津晴江委員 落札価格としましては、妥当なと

ころなのかなというふうに思うのですが、ちょっと

１社というのは寂しいかなというふうに思うのです

が、その点については、いかがだったのでしょう

か。 

○小原功建築課長 隣接地に令和２年に建設いたし

ました麦類乾燥施設がございますが、このときも別

の業者でございますが、１社だけの応札でございま

した。落札率も96％程度であったというふうに認識

をしております。 

○深津晴江委員 それについてはわかりました。こ

の株式会社サタケさんというのは、どちらの業者に

なるのでしょうか。 

○小原功建築課長 議案に記載の本社は広島県東広

島市ということになります。 

○深津晴江委員 それについては理解いたしまし

た。それで確認なのですが、３月に補正予算が組ま

れたと思いますが、この農業振興費についてという

ところで、プラント建設など、トータルでいうと52

億の補正予算が組まれまして、その中のプラント建

設などの工事請負費が50億何がしっていう金額だっ

たかと思いますが、その中の今回は７億っていうと

ころというふうに捉えてよろしいでしょうか。 

○小原功建築課長 そのとおりでございます。今回

設計していただいた後、９億程度の施設の建設につ

いて、また建設の契約を結ぼうとするものでござい

ます。 

○深津晴江委員 それについては理解いたしまし

た。今後、続いていく工事っていうふうに理解した

いと思います。それでなんですが、完了予定が令和

８年３月31日ということでしたが、実際に使えるの

はいつの予定なのか教えてください。 

○小原功建築課長 麦の収穫時期でございます来年

の８月というふうに聞いております。すみません。

豆の受入れと乾燥なものですから、それの入る８月

ということで聞いております。 

○深津晴江委員 ３月に完了して、もちろん豆が出

てくる夏以降ということになってくるかと思います

が、その受入れで来年度から活用していけるってこ

とで理解したいと思います。 

 私の質問は以上です。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○松浦敏司委員 １社の応札でということでわかり

ましたが、この工事を実際にやるわけですけれど

も、この株式会社サタケというところが当然中心に

なってやるんでしょうが、地元の網走の業者ってい

うのは、下請なり孫請なり入るような予定はあるん

でしょうか。 

○小原功建築課長 まだ本契約をこれからというこ

とですので、詳しく下請の事業者については確認を

しておりませんが、従前より地元でできるものは下

請でお願いしたいということで申し上げております

ので、今回もそのようなことで進めたいというふう

に考えております。 

○松浦敏司委員 豆類ということであって、これか

ら豆類をしっかりと網走としても取り組んでいくん

だろうというふうに思います。それで基本的には市

がこういう形で入って、そして国から、もうお金が

当然来るんだろうというふうに思うんですが、これ

は多分、隣にある麦乾施設と同じような流れかなと

いうふうに思うのですが、その辺、出来上がった

後、市とＪＡとの関係で、どんな流れになるのかそ

の辺、簡単に説明していただければと。 

○井戸達也委員長 暫時休憩いたします。 

午前10時26分休憩 

午前10時30分再開 

○井戸達也委員長 それでは、再開いたします。 

 松浦委員の質疑に対する答弁から。 

○後藤利博副市長 先ほどの管理運営の関係でござ

いますけれども、市が直営で行うということにはな

りません。先例の同様の施設のような形での管理運

営にしていくということになると思います。 

○松浦敏司委員 本契約も結ばれておりませんの

で、わかりました。取りあえずわかりました。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

○山田庫司郎委員 先ほど深津委員から、ちょっと

質疑がありましたけれども、その関連になるかもし

れませんが、３月の追加議案で約52億程度の予算計

上がされていまして、その中の７億と先ほど説明が

ありました。それで、次に９億程度の工事が予定さ

れている説明もあったのですが、全体で、例えば９

億出て今７億ですから、十六、七億になるんです

が、まだ相当なお金が残ってるのですが、これ８月

に供用開始をしても、全ての機能が動き出すという

ことではないというふうに解釈して、まだまだ工事

っていうのは続くというふうに考えていいのかどう
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か、ちょっと説明いただきたいと思います。 

○小原功建築課長 ３月に補正をいただいた52億の

内訳でございますが、工事といたしましては、大き

く二つの建物を造ることとなります。今回上程させ

ていただいているのは、豆類の乾燥施設でございま

して約16億円程度。そのほかに隣接地になります

が、4,000平米程度のバレイショ等を貯蔵する倉

庫、これが30数億円、34億円程度で本年度建設を始

めるところでございます。これにつきましては、現

在、設計を農協のほうで行っているという状況でご

ざいます。 

○山田庫司郎委員 ３月の説明のとき私の認識が不

足したのかもしれませんが、バレイショの関係の施

設もこの中に入っていると、50何億中に。それで

は、豆関係については８月から完全に乾燥を含め

て、供用開始できますという説明で、その後、また

違う施設を建設をするということなんですか。一緒

に次に出るわけですか。 

○小原功建築課長 先ほど申し上げました貯蔵施

設、芋の貯蔵施設でございますが、これは現在、設

計中でございますので、本年８月の入札を予定して

進めているところでございます。こちらにつきまし

ても年度内の完成を予定しております。 

○山田庫司郎委員 それが約35億になるのかどうか

ですが、わかりました。令和７年度中に、完成しな

ければ繰越しか何かの処置をしなくてはならないわ

けですから。理解をさせていただきます。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りをいたします。 

 議案第２号網走市豆類ラック乾燥施設新設プラン

ト工事請負契約締結については、全会一致により原

案可決すべきものと決定してよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、そのように決定をいたしました。 

 

○井戸達也委員長 次に、報告第２号網走市税条例

の一部を改正する条例制定に係る専決処分の報告に

ついて説明を求めます。 

○稲垣一寿税務課長 報告第２号網走市税条例の一

部を改正する条例制定に係る専決処分の報告につい

て、御説明申し上げます。議案資料６ページ、資料

４号を御覧願います。 

 １、趣旨でございますが、地方税法等の一部改正

に伴い、当該条例の関係部分について、所要の改正

を行うものでございます。 

 ２、内容でございますが、１点目は、軽自動車税

種別割の税率区分の見直しの規定で、令和７年11月

以降に製造される排気量50cc以下の原動機付自転車

に適用となります新たな排ガス規制に対応する２輪

車について、現在の原動機付自転車とは別に、新た

に税率区分を設けるものでございます。２点目は、

軽自動車税種別割の減免に関する規定で、令和７年

３月からマイナンバーカードと運転免許証が一体化

されたマイナ免許証の運用が開始されたことに伴

い、減免申請時に提示する運転免許証としてマイナ

免許証を加えるものでございます。３点目は、特定

マンションの長寿命化に対する固定資産税の減額特

例の規定で、区分所有のマンションが大規模修繕工

事を行った場合に、減額措置の要件を満たしていれ

ば、所有者ではなく、マンション管理組合などの管

理者からの書類提出でも特例措置を適用できるとさ

れたものでございます。４点目は、地方税法等の改

正に伴い、関係する市税についての文言等の整理を

行うものでございます。 

 ３、施行期日等につきましては記載のとおりでご

ざいます。新旧対照表につきましては、次ページ以

降に記載しております。 

 ただいま御説明申し上げました市税条例の改正に

つきましては、緊急を要することから、地方自治法

第179条第１項の規定により、令和７年３月31日付

をもって、専決処分をさせていただきましたので、

ここに御報告を申し上げ、御承認をお願いするもの

でございます。 

 説明は以上でございます。 

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。質疑

ございませんか。 

○松浦敏司委員 ちょっと教えていただきたいの

は、この最初の税率区分に係る規定の中で、50cc以

下の原動機付自転車って僕ら今まで言っていたのだ

けれども、その辺の、具体的にちょっとイメージが

湧かないのですが、どんなふうに変わるのか、わか

るようにお願いします。 

○稲垣一寿税務課長 50cc以下の原動機付自転車、

俗に言う原付と言っているものなのですが、これに

対する排ガス規制が厳しくなりまして、現状の50cc

では、その排ガス規制をクリアできないということ

になりまして、メーカー側においても、それをクリ

アする新たな原動機付自転車を開発するのがコスト

的に見合わないということで、現行の125cc、この
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車体、エンジンを流用して出力を現在の50cc並みの

原付と同じ程度まで落として、それを50cc以下の原

動機付自転車と同じように取り扱うということで、

なので、税率区分につきましては、125cc未満、か

つ出力が４キロワット以下、この４キロワットとい

うのは馬力に直すと約5.4馬力ということで、現在

の50ccの原動機付自転車と同程度の馬力になりま

す。そうすることによって、現在の原動機付自転車

の免許でも運転できるように対応しようということ

で整理されたものでございます。 

○松浦敏司委員 よくわかりました。全く当初わか

りませんでしたけれども、そういう理由でそういう

ことになったのだというふうに理解しました。それ

で、あと３の特定マンションの固定資産に係る減税

特例というのですが、これはもうちょっと詳しく伺

いたいのと、対象となるマンションというのは、網

走にはどのぐらいあるのでしょうか。 

○稲垣一寿税務課長 特定マンションの固定資産税

の減額特例ということでございますが、まずここで

規定されています特定マンションというのがです

ね、築20年以上で10戸以上の区分所有マンション、

いわゆる分譲マンションで、長寿命化工事をですね

既に1度以上行っているマンション、それと長寿命

化工事の実施に必要な積立金を確保している。まず

この条件をクリアしているマンションが長寿命化工

事を行った場合に、固定資産税の減額特例の対象と

なるということでございます。こちらの対象の要件

を満たしているマンションでございますが、網走市

においては区分所有分譲マンションは１棟ございま

すが、まずこちらのマンションはまだ築20年経過し

ておりませんので、網走市において、現在この特例

の対象になる建物はございません。 

○松浦敏司委員 理解しました。 

○井戸達也委員長 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りをいたします。 

 報告第２号網走市税条例の一部を改正する条例制

定に係る専決処分の報告については、全会一致によ

り、報告承認すべきものと決定してよろしいでしょ

うか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定いたしました。 

 

○井戸達也委員長 次に、報告第３号網走市都市計

画税条例の一部を改正する条例制定に係る専決処分

の報告について説明を求めます。 

○稲垣一寿税務課長 報告第３号網走市都市計画税

条例の一部を改正する条例制定に係る専決処分の報

告について、御説明を申し上げます。議案資料16ペ

ージ、資料５を御覧願います。 

 １、趣旨でございますが、地方税法等の一部改正

に伴い、当該条例の関係部分について、所要の改正

を行うものでございます。 

 ２、内容でございますが、関係する都市計画税に

ついての条文の整理を行うものでございます。 

 ３、施行期日等につきましては、記載のとおりで

ございます。新旧対照表につきましては、次ページ

以降に記載しております。 

 ただいま御説明申し上げました都市計画税条例の

改正につきましては、緊急を要することから、地方

自治法第179条第１項の規定により、令和７年３月

31日付をもって、専決処分をさせていただきました

ので、ここに御報告を申し上げ、御承認をお願いす

るものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○井戸達也委員長 それでは質疑に入ります。質疑

ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、お諮りをいたします。 

 報告第３号網走市都市計画税条例の一部を改正す

る条例制定に係る専決処分の報告については、全会

一致により報告承認すべきものと決定してよろしい

でしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、そのように決定いたしました。 

 それでは、これで総務経済委員会を終了いたしま

す。 

午前10時42分閉会 

 


